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通所介護・地域密着型通所介護の概要・基準
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通所介護とは、利用者(要介護者)を老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、入浴・排せつ・食事等の介護、生活
等に関する相談及び助言・健康状態の確認その他日常生活上の世話、機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消
及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもの。

○ 人員基準

○ 設備基準

定義

必要となる人員・設備等

事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で１以上
（生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能。）生活相談員

単位ごとに専従で１以上
（通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能。）看護職員（※）

① 単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上
ア 利用者の数が15人まで １以上
イ 利用者の数が15人を超す場合 アの数に利用者の数が１増すごとに0.2を加えた数以上

② 単位ごとに常時１名配置されること
③ ①の数及び②の条件を満たす場合は、当該事業所の他の単位における介護職員として従事することができる

介護職員（※）

１以上機能訓練指導員
常勤で専ら管理業務に従事するもの管理者

生活相談員又は介護職員のうち１人以上は常勤
※定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は看護職員又は介護職員のいずれか１名の配置で可

それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0㎡以上食堂
機能訓練室

相談の内容が漏えいしないよう配慮されている相談室
※ 指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等が併設している場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、基準上両方

のサービスに規定があるもの及び規定はないが設置されるものは共用可

通所介護サービスを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり。



通所介護・地域密着型通所介護の報酬
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通常規模型
(延べ利用者数 月750人以内)

地域密着型
(利用定員18名以下)

大規模型（Ⅱ）
(延べ利用者数 900人超)

大規模型（Ⅰ）
(延べ利用者数 月750人超～900人以内)

サービス提供時間、利用者の要介護度及び
事業所規模に応じた基本サービス費（例）

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する主な加算・減算

入浴介助を行った場合
（40・55単位／日）

※利用者の居宅を訪問し、利用者の状態や浴
室の環境を評価し、それに基づく入浴介助を
行った場合、55単位

中重度者の受入体制(45単位/日)

個別機能訓練の実施
（56・76単位／日）

※個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省
に提出し、フィードバックを受けている場合は、上
記に加えて20単位／月

介護福祉士や3年以上勤務者を一定割合以
上配置（ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算）

認知症高齢者／若年性認知症利
用者の受入

（いずれも60単位／日）

定員を超えた利用や人員配置基準に違反
（▲30％）

事情により、２～３時間の 利用の場合
（４～５時間の単位から ▲30％）

事業所と同一建物に居住する者又は同一建
物から利用する者に通所介護を行う場合

（▲94単位／日）

送迎を行わない場合(片道につき▲47単位)

栄養アセスメントの実施(50単位／月)
口腔機能向上への計画的な取組

(160(150)単位／回)

延長サービス（９～14時間）の実
施（50単位～250単位）

・介護福祉士７割以上若しくは
勤続年数10年以上2.5割以上：22単位／回
・介護福祉士５割以上：18単位／回
・介護福祉士４割以上若しくは
勤続年数７年以上３割以上：６単位／回

※加算・減算は主なものを記載。点線枠の加算は区分支給限度額の枠外。

※１：サービス提供時間には、その他、３時間以上４時間未満、４時間以上５時間未満、５時間
以上６時間未満、６時間以上７時間未満、８時間以上９時間未満がある（２時間以上３
時間未満もあるが、心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利
用が困難である利用者に実施）。

※２：サービス提供時間には、送迎の時間は含まれない。
※３：通常規模型については、大規模型に比べてスケールメリットが働きにくいことに配慮し、基本サー

ビス費用を高く設定している。なお、大規模型利用者の区分支給限度基準額の管理にあたって
は、通常規模型の単位数を用いることとしている。

1,312
単位1,172

単位1,032
単位890

単位753
単位

1,148
単位1,023

単位900
単位777

単位658
単位

要介護１ ２ ３ ４ ５ 要介護１ ２ ３ ４ ５

外部のリハビリテーション専門職が連
携して、機能訓練のマネジメントを実
施（100・200単位／月）

※個別機能訓練加算を算定している
場合、0・100単位／月

ADL（日常生活動作）の維持又は
改善の度合いが一定の水準を超え
た場合

（30・60単位／月）

介護職員等処遇改善加算
(通所介護の場合)
(Ⅰ)イ 11.1％ ロ 12.0％
(Ⅱ)イ 10.9％ ロ 11.8％
(Ⅲ) 9.9％ (Ⅳ) 8.3％

○ サービス提供時間：７時間以上８時間未満の場合

1,097
単位980

単位861
単位744

単位629
単位

要介護１ ２ ３ ４ ５

1,059
単位946

単位830
単位716

単位
607
単位

要介護１ ２ ３ ４ ５

感染症又は災害の発生に伴う
特例（３％）

科学的介護の推進(40単位／月)

高齢者虐待防止措置未実施 （▲１％）

業務継続計画未策定 （▲１％）

中山間地域等でのｻｰﾋﾞｽ提供(５％)

介護職員等処遇改善加算
(地域密着型通所介護の場合)
(Ⅰ)イ 11.7％ ロ 12.7％
(Ⅱ)イ 11.5％ ロ 12.5％
(Ⅲ) 10.5％ (Ⅳ) 8.9％



（注１） *は日数を算定
（注２）「算定率（回数・日数ベース）」は、各加算の算定回数・日数÷総件数により求めたもの。
（注３） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。
（注４）色分けは、「算定率（事業所ベース）」において、70％以上の加算を緑色、３％以下の加算を赤色と機械的にしている。
【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局認知症施策・地域介護推進課作成

通所介護の算定状況

算定率
（事業所ベース）

算定事業所数
算定率

（回数・日数ベース）
回数・日数

（単位：千回・千日）
算定単位数
（単位：千単位）

単位数
（令和６年６月以降）

通所介護

--0.1％15.0-110-1/100
高齢者虐待防止措置未実施減算（３時間以
上９時間未満）

--0.1％7.0-51-1/100
業務継続計画未策定減算（３時間以上９時
間未満）

0.0％10.0％0.010＋3/100感染症災害３％加算

1.5％3690.1％13.0642＋50単位延長加算（9時間以上10時間未満の場合）

0.6％1360.0％4.0357＋100単位延長加算（10時間以上11時間未満の場合）

0.2％490.0％3.0423＋150単位延長加算（11時間以上12時間未満の場合）

0.0％90.0％0.023＋200単位延長加算（12時間以上13時間未満の場合）

0.0％90.0％1.0290＋250単位延長加算（13時間以上14時間未満の場合）

--0.0％1.0-419×93/100共生型サービス生活介護減算

--0.0％0.0-15×95/100共生型サービス自立訓練減算

-----×90/100共生型サービス児童発達支援減算

-----×90/100共生型サービス放課後等デイサービス減算

0.2％530.0％4.0481日につき＋13単位生活相談員配置等加算*

1.3％3030.0％3.0946＋5/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提
供加算*

89.8％21,84261.5％8,264.0330,5591日につき＋40単位入浴介助加算（Ⅰ）*

12.2％2,9595.6％758.041,6661日につき＋55単位入浴介助加算（Ⅱ）*

16.0％3,86419.0％2,556.0115,0061日につき＋45単位中重度者ケア体制加算*

0.0％40.0％0.01
1月につき＋100単位
（３月に1回を限度）

生活機能向上連携加算（Ⅰ）

5.6％1,3620.5％67.07,184

１月につき＋200単位
※ただし、個別機能訓練加
算を算定している場合は、
１月につき＋100単位

生活機能向上連携加算（Ⅱ）

47.4％11,52026.6％3,576.0200,2291日につき＋56単位個別機能訓練加算（Ⅰ）イ*

32.0％7,78229.4％3,958.0300,8581日につき＋76単位個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ*

35.9％8,7173.9％522.010,4381月につき＋20単位個別機能訓練加算（Ⅱ）
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通所介護の算定状況

算定率
（事業所ベース）

算定事業所数
算定率

（回数・日数ベース）
回数・日数

（単位：千回・千日）
算定単位数
（単位：千単位）

単位数
（令和６年６月以降）

通所介護

10.3％2,4931.3％173.05,1901月につき＋30単位ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）

5.6％1,3520.7％99.05,9331月につき＋60単位ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）

7.6％1,8392.4％327.019,6361日につき＋60単位認知症加算*

0.4％1040.0％2.01021日につき＋60単位若年性認知症利用者受入加算*

2.8％6790.3％37.01,8321月につき＋50単位栄養アセスメント加算

0.6％1430.0％3.0667
1回につき＋200単位
（月２回を限度）

栄養改善加算

1.5％3670.1％13.0258
1回につき＋20単位
（６月に１回を限度）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

4.2％1,0280.0％4.021
1回につき＋5単位
（６月に１回を限度）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

7.6％1,8510.6％86.012,918
1回につき＋150単位
（月2回を限度）

口腔機能向上加算（Ⅰ）

11.6％2,8221.5％201.032,149
1回につき＋160単位
（月2回を限度）

口腔機能向上加算（Ⅱ）

54.2％13,1796.1％816.032,6331月につき＋40単位科学的介護推進体制加算

22.9％5,57915.4％2,070.0-194,5521日につき-94単位同一建物減算*

79.3％19,2834.7％633.0-29,783片道につき-47単位送迎減算

31.0％7,52830.6％4,112.090,4681回につき22単位を加算サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

17.8％4,33418.4％2,475.044,5521回につき18単位を加算サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

14.3％3,48414.6％1,961.011,7641回につき6単位を加算サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

39.4％9,5874.2％567.0415,336
１月につき＋所定単位

×92/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

43.0％10,4594.2％560.0418,694
１月につき＋所定単位

×90/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

12.5％3,0401.0％131.091,953
１月につき＋所定単位

×80/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

3.1％7620.2％29.017,353
１月につき＋所定単位

×64/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）
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（注１） *は日数を算定
（注２）「算定率（回数・日数ベース）」は、各加算の算定回数・日数÷総件数により求めたもの。
（注３） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。
（注４）色分けは、「算定率（事業所ベース）」において、70％以上の加算を緑色、３％以下の加算を赤色と機械的にしている。
【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局認知症施策・地域介護推進課作成



算定率
（事業所ベース）

算定事業所数
算定率

（回数・日数ベース）
回数・日数

（単位：千回・千日）
算定単位数
（単位：千単位）

単位数
（令和６年６月以降）

地域密着型通所介護

--0.3％13.0-108-1/100
高齢者虐待防止措置未実施減算（地域密着
型通所介護の場合）（３時間以上９時間未
満）

--0.2％8.0-74-1/100
業務継続計画未策定減算（地域密着型通所
介護の場合）（３時間以上９時間未満）

0.0％10.0％0.01＋3/100感染症災害３％加算

1.8％3180.2％7.0370＋50単位延長加算（9時間以上10時間未満の場合）

0.8％1380.0％2.0157＋100単位延長加算（10時間以上11時間未満の場合）

0.3％470.0％1.076＋150単位延長加算（11時間以上12時間未満の場合）

0.1％140.0％0.029＋200単位延長加算（12時間以上13時間未満の場合）

0.0％50.0％0.052＋250単位延長加算（13時間以上14時間未満の場合）

--0.0％0.0-47×93/100共生型サービス生活介護減算

--0.0％0.0-2×95/100共生型サービス自立訓練減算

-----×90/100共生型サービス児童発達支援減算

--0.0％0.0-3×90/100共生型サービス放課後等デイサービス減算

0.1％130.0％0.041日につき＋13単位生活相談員配置等加算*

0.8％1430.0％1.0253＋5/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提
供加算（Ⅰ）*

0.0％0----
中山間地域等に居住する者へのサービス提
供加算（Ⅱ）

71.1％12,72548.3％2,004.080,1551日につき＋40単位入浴介助加算（Ⅰ）*

7.2％1,2824.5％187.010,2811日につき＋55単位入浴介助加算（Ⅱ）*

2.0％3602.7％112.05,0471日につき＋45単位中重度者ケア体制加算*

0.0％30.0％0.01
1日につき＋100単位
（３月に1回を限度）

生活機能向上連携加算（Ⅰ）

2.3％4110.3％12.01,295

1月につき＋200単位
※ただし、個別機能訓練加
算を算定している場合は、
１月につき＋100単位

生活機能向上連携加算（Ⅱ）
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地域密着型通所介護の算定状況

（注１） *は日数を算定
（注２）「算定率（回数・日数ベース）」は、各加算の算定回数・日数÷総件数により求めたもの。
（注３） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。
（注４）色分けは、「算定率（事業所ベース）」において、70％以上の加算を緑色、３％以下の加算を赤色と機械的にしている。
【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局認知症施策・地域介護推進課作成



地域密着型通所介護の算定状況

算定率
（事業所ベース）

算定事業所数
算定率

（回数・日数ベース）
回数・日数

（単位：千回・千日）
算定単位数
（単位：千単位）

単位数
（令和６年６月以降）

地域密着型通所介護

40.6％7,26430.9％1,281.071,7351日につき＋56単位個別機能訓練加算（Ⅰ）イ*

16.4％2,93917.5％726.055,200１日につき＋76単位個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ*

23.9％4,2763.5％144.02,8881日につき＋20単位個別機能訓練加算（Ⅱ）

4.9％8680.8％33.09811月につき＋30単位ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）

4.5％8070.8％33.01,9941月につき＋60単位ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）

2.8％4951.1％47.02,8281日につき＋60単位認知症加算*

0.5％890.0％1.0821日につき＋60単位若年性認知症利用者受入加算*

1.1％2030.1％6.03131日につき＋50単位栄養アセスメント加算

0.3％570.0％1.0232
1回につき＋200単位
（月２回を限度）

栄養改善加算

2.0％3620.1％3.058
1回につき＋20単位
（６月に1回を限度）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

0.8％1420.0％1.05
1回につき＋５単位
（６月に1回を限度）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

6.1％1,0871.0％40.05,983
１回につき＋150単位
（月2回を限度）

口腔機能向上加算（Ⅰ）

9.3％1,6642.1％88.014,058
1回につき＋160単位
（月２回を限度）

口腔機能向上加算（Ⅱ）

37.8％6,7625.3％220.08,808１月につき＋40単位科学的介護推進体制加算

12.7％2,2769.5％393.0-36,895１日につき-94単位同一建物減算*

60.1％10,7689.2％383.0-18,056片道につき-47単位送迎減算

0.0％60.0％0.081月につき＋150単位重度者ケア体制加算

20.9％3,74222.3％926.020,3641回につき22単位を加算
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）（地域密着
型通所介護の場合）

13.6％2,42814.5％609.010,9701回につき18単位を加算
サービス提供体制強化加算（Ⅱ）（地域密着
型通所介護の場合）

9.7％1,7309.4％390.02,3401回につき6単位を加算
サービス提供体制強化加算（Ⅲ）（地域密着
型通所介護の場合）

8

（注１） *は日数を算定
（注２）「算定率（回数・日数ベース）」は、各加算の算定回数・日数÷総件数により求めたもの。
（注３） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。
（注４）色分けは、「算定率（事業所ベース）」において、70％以上の加算を緑色、３％以下の加算を赤色と機械的にしている。
【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局認知症施策・地域介護推進課作成



地域密着型通所介護の算定状況

算定率
（事業所ベース）

算定事業所数
算定率

（回数・日数ベース）
回数・日数

（単位：千回・千日）
算定単位数
（単位：千単位）

単位数
（令和６年６月以降）

地域密着型通所介護

24.2％4,3383.0％126.085,373
１月につき＋所定単位

×92/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

43.0％7,7055.1％210.0135,842
１月につき＋所定単位

×90/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

21.0％3,7632.1％89.051,264
１月につき＋所定単位

×80/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

5.1％9080.4％18.09,173
１月につき＋所定単位

×64/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

9

（注１） *は日数を算定
（注２）「算定率（回数・日数ベース）」は、各加算の算定回数・日数÷総件数により求めたもの。
（注３） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。
（注４）色分けは、「算定率（事業所ベース）」において、70％以上の加算を緑色、３％以下の加算を赤色と機械的にしている。
【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局認知症施策・地域介護推進課作成



（事業所）
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通所介護 地域密着型通所介護

通所介護・地域密着型通所介護の請求事業所数

【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課課にて作成

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。
※介護予防サービスは含まない。
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通所介護・地域密着型通所介護の請求事業所数（左軸） 高齢者人口10万人あたりの請求事業所数（右軸）

（事業所） （事業所）

【出典】令和６年度介護給付費等実態統計報告（令和７年４月審査分）及び
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（令和７年）」より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。
※介護予防サービスは含まない。

通所介護･地域密着型通所介護の請求事業所数（都道府県別）
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（千人）

【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む。

12

通所介護・地域密着型通所介護の受給者数



※地域密着型通所介護を含む。
※経過的要介護は含まない。
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通所介護・地域密着型通所介護の受給者構成割合

【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成 13



24.1% 62.6% 6.3% 7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域密着型 通常規模型 大規模型（Ⅰ） 大規模型（Ⅱ）

26.5% 61.3% 5.7% 6.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域密着型 通常規模型 大規模型（Ⅰ） 大規模型（Ⅱ）

43.0% 51.7% 2.9%
2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域密着型 通常規模型 大規模型（Ⅰ） 大規模型（Ⅱ）

通所介護・地域密着型通所介護の規模別事業所数、請求件数・単位数割合

規模別事業所数割合

規模別請求件数割合

規模別請求単位数割合

○ 規模別の事業所数の割合をみると、通常規模型が約51％、地域密着型が約43％となっている。
○ 規模別の請求件数、請求単位数の割合をみると、通常規模型が約６割となっている。

※利用定員18人以下：地域密着型
前年度の１月当たりの平均利用延人員数・・・750人以内：通常規模、900人以内：大規模Ⅰ、901人以上：大規模Ⅱ

【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（令和７年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成 14



通所介護・地域密着型通所介護の規模別事業所数割合

規模別事業所数割合

○ 平成22年から平成28年にかけて「小規模事業所」の事業所割合は増加傾向にあったが、「地域密着型」へ移
行して以降減少し、その後、全体的に概ね横ばいで推移している。

※利用定員18人以下：地域密着型
前年度の１月当たりの平均利用延人員数・・・750人以内：通常規模、900人以内：大規模Ⅰ、901人以上：大規模Ⅱ
【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成 15
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通所介護・地域密着型通所介護の規模別請求件数割合

○ 平成22年から平成28年にかけて「小規模事業所」の請求件数割合は増加傾向にあったが、「地域密着型」へ
移行して以降減少し、その後、全体的に概ね横ばいで推移している。

※利用定員18人以下：地域密着型
前年度の１月当たりの平均利用延人員数・・・750人以内：通常規模、900人以内：大規模Ⅰ、901人以上：大規模Ⅱ
【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成 16
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規模別請求件数割合



通所介護・地域密着型通所介護の規模別単位数割合

○ 平成22年から平成28年にかけて「小規模事業所」の単位数割合が増加傾向にあったが、「地域密着型」へ移
行して以降減少し、全体的に概ね横ばいで推移している。

※利用定員18人以下：地域密着型
前年度の１月当たりの平均利用延人員数・・・750人以内：通常規模、900人以内：大規模Ⅰ、901人以上：大規模Ⅱ
【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成 17

23.9% 25.6% 26.5% 28.4% 31.0% 32.2% 31.1% 25.5% 24.6% 24.7% 24.4% 24.3% 24.8% 24.6% 24.1% 24.1%

61.7% 59.8% 58.5% 56.1% 56.0% 55.1% 56.1% 61.3% 61.5% 61.3% 61.1% 60.5% 62.3% 63.1% 63.8% 62.6%
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4.1% 4.9% 5.6% 6.3% 5.8% 5.8% 6.1% 6.7% 7.0% 7.4% 7.6% 8.1% 6.8% 6.4% 6.5% 7.1%
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規模別請求単位数割合



〈単位：億円〉

【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）報告（各年５月審査分～翌年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成。

通所介護・地域密着型通所介護の費用額
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一人あたり費用額
※ 地域密着型通所介護を含む。
※ 請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。
※ 介護予防は含まない。
【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成

（人） （百万円） （千円）【1事業所1月あたりの受給者数・費用額】 【利用者1人1月あたりの費用額】

通所介護・地域密着型通所介護 １事業所１月あたりの受給者数・費用額、１人１月あたりの費用額
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○ 認知症（急性を除く）の高齢者に対して、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い、高齢者の社会的孤立感
の解消及び心身の機能の維持並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもの。

事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で１以上
（生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等を含めることが可能。）

生活相談員（社会福祉士等）

単位ごとに専従で１以上＋サービス提供時間に応じて１以上
（看護職員については、必ずしも配置しなければならないものではない。）

看護職員（看護師・准看護師）
介護職員

１以上機能訓練指導員
厚生労働大臣が定める研修を修了している者が、常勤専従管理者

※ 共用型の場合 従業員数：（認知症対応型共同生活介護事業所等の）各事業ごとに規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上
管理者数：単独型・併設型と同様

利
用
者

単位ごとの利用定員は、12人以下単独型・併設型
○ 介護保険の各サービスのいずれかについて３年以上実績を有している事業所・施設であることが要件
○ 利用定員は、認知症対応型共同生活ユニットごとに以下のとおり定めている。
・地域密着型介護福祉施設等：各事業所ごとに１日あたり３人以下
・ユニット型地域密着型介護老人福祉施設：ユニットごとに入居者との合計が12人以下

共用型

○ 食堂、機能訓練室、静養室、 相談室及び事務室 のほか、消火設備その他の非常災害に際して
必要な設備等を備える。食堂及び機能訓練室は３㎡×利用定員以上の面積とする。

単独型・併設型

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施
設又は特定施設（以下特別養護老人ホーム等という。）に併設されていない事業所において実施

単独型

特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において実施併設型
認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設の食堂
若しくは共同生活室を使用して実施

共用型

類
型

人
員
配
置

設
備

認知症対応型通所介護の概要・基準
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単独型

併設型

共用型

894
単位

要介護１ ２ ３ ４ ５要支援１ ２

1,278
単位

1,183
単位1,086

単位
989
単位864

単位
773
単位

523
単位

要介護１ ２ ３ ４ ５要支援１ ２

598
単位

578
単位560

単位
542
単位513

単位
484
単位

サービス提供時間、利用者の要介護度及び
事業所規模に応じた基本サービス費（例）

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算

994
単位

要介護１ ２ ３ ４ ５要支援１ ２

1,427
単位

1,319
単位

1,210
単位

1,102
単位961

単位
861
単位

○ サービス提供時間：７時間以上８時間未満の場合

※１：サービス提供時間には、その他、３時間以上４時間未満、４時間以上５時間未満、
５時間以上６時間未満、６時間以上７時間未満、８時間以上９時間未満がある
（２時間以上３時間未満もあるが、心身の状況その他利用者のやむを得ない事情に
より、長時間のサービス利用が困難である利用者に実施）。

※２：サービス提供時間には、送迎の時間は含まれない。

入浴介助を行った場合
（40・55単位／日）

※利用者の居宅を訪問し、利用者の状態や
浴室の環境を評価し、それに基づく入浴介助
を行った場合、55単位

個別機能訓練の実施
（27単位／日）

※個別機能訓練計画等の内容を厚生労働
省に提出し、フィードバックを受けている場合は、
上記に加えて20単位／月

介護福祉士や3年以上勤務者を一
定割合以上配置（ｻｰﾋﾞｽ提供体制強
化加算）

若年性認知症利用者の受入
（60単位／日）

栄養アセスメントの実施
(50単位／月)

口腔機能向上への計画的な取組
(160(150)単位／回)

延長サービス（９～14時間）の実
施（50単位～250単位）

・介護福祉士７割以上若しくは
勤続年数10年以上2.5割以上：22単位／回
・介護福祉士５割以上：18単位／回
・介護福祉士４割以上若しくは
勤続年数７年以上３割以上：６単位／回

外部のリハビリテーション専門職が連
携して、機能訓練のマネジメントを実
施（100・200単位／月）

※個別機能訓練加算を算定している
場合、0・100単位／月

ADL（日常生活動作）の維持又
は改善の度合いが一定の水準を超
えた場合

（30・60単位／月★）

感染症又は災害の発生に伴う
特例 (３％)

科学的介護の推進
(40単位／月)

定員を超えた利用や
人員配置基準に違反

（▲30％）

事情により、２～３時間の
利用の場合
（４～５時間の単位から ▲37％）

事業所と同一建物に居住する者
又は同一建物から利用する者に
通所介護を行う場合

（▲94単位／日）

送迎を行わない場合
（片道につき▲47単位）

※★は介護予防除く。加算・減算は主なものを記載。点線枠の加算は区分支給限度額の枠外。

中山間地域等でのｻｰﾋﾞｽ提供(５％)

高齢者虐待防止措置未実施
（▲１％）

業務継続計画未策定
（▲１％）
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認知症対応型通所介護の報酬

介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)イ 21.6％ ロ 23.6％
(Ⅱ)イ 20.9％ ロ 22.9％
(Ⅲ) 18.5％ (Ⅳ) 15.7％



（注１） *は日数を算定
（注２）「算定率（回数・日数ベース）」は、各加算の算定回数・日数÷総件数により求めたもの。
（注３） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。
（注４）色分けは、「算定率（事業所ベース）」において、70％以上の加算を緑色、３％以下の加算を赤色と機械的にしている。
【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局認知症施策・地域介護推進課作成

認知症対応型通所介護の算定状況

算定率
（事業所ベース）

算定事業所数
算定率

（回数・日数ベース）
回数・日数

（単位：千回・千日）
算定単位数
（単位：千単位）

単位数
（令和６年６月以降）

認知症対応型通所介護

--0.2％1.0-6-1/100
高齢者虐待防止措置未実施減算（３時間以
上９時間未満）

--0.0％0.00-1/100
業務継続計画未策定減算（３時間以上９時
間未満）

0.1％20.0％0.012＋3/100感染症災害３％加算

3.0％790.2％1.060＋50単位延長加算（9時間以上10時間未満の場合）

1.4％370.2％1.060＋100単位延長加算（10時間以上11時間未満の場合）

0.5％120.0％0.018＋150単位延長加算（11時間以上12時間未満の場合）

0.1％20.0％0.01＋200単位延長加算（12時間以上13時間未満の場合）

0.0％0---＋250単位延長加算（13時間以上14時間未満の場合）

0.6％150.0％0.043＋5/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提
供加算*

94.3％2,49764.7％326.013,0421日につき＋40単位入浴介助加算（Ⅰ）*

7.9％2094.2％21.01,1731日につき＋55単位入浴介助加算（Ⅱ）*

0.3％90.0％0.06
1月につき＋100単位
（3月に１回を限度）

生活機能向上連携加算（Ⅰ）

4.9％1300.4％2.0318

1月につき＋200単位
※ただし、個別機能訓練加
算を算定している場合は１
月につき＋100単位

生活機能向上連携加算（Ⅱ）

31.4％83230.8％155.04,1831日につき＋27単位個別機能訓練加算（Ⅰ）*

12.1％3211.4％7.01361月につき＋20単位個別機能訓練加算（Ⅱ）

4.7％1240.6％3.0861月につき＋30単位ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）

0.8％200.2％1.0281月につき＋60単位ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）

6.4％1700.6％3.01891日につき＋60単位若年性認知症利用者受入加算*

3.3％860.4％2.0901月につき＋50単位栄養アセスメント加算
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認知症対応型通所介護の算定状況

算定率
（事業所ベース）

算定事業所数
算定率

（回数・日数ベース）
回数・日数

（単位：千回・千日）
算定単位数
（単位：千単位）

単位数
（令和６年６月以降）

認知症対応型通所介護

0.3％80.0％0.018
1回につき＋200単位
（月２回を限度）

栄養改善加算

4.1％1080.2％1.012
1回につき＋20単位
（６月に１回を限度）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

0.9％230.0％0.01
1回につき＋５単位
（6月に１回を限度）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

3.4％900.4％2.0270
1回につき＋150単位
（月２回を限度）

口腔機能向上加算（Ⅰ）

3.7％980.4％2.0379
1回につき＋160単位
（月２回を限度）

口腔機能向上加算（Ⅱ）

50.4％1,3335.4％27.01,0591月につき＋40単位科学的介護推進体制加算

7.7％2054.8％24.0-2,2871日につき-94単位同一建物減算*

72.8％1,9277.9％40.0-1,884片道につき-47単位送迎減算

41.8％1,10643.7％220.04,8461回につき22単位を加算サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

17.8％47018.5％93.01,6651回につき18単位を加算サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

13.8％36512.1％61.03651回につき6単位を加算サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

51.0％1,3495.2％26.052,695
1月につき＋所定単位

×181/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

37.0％9803.2％16.031,212
1月につき＋所定単位

×174/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

7.9％2080.8％4.06,200
1月につき＋所定単位

×150/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

2.9％620.2％1.01,372
1月につき＋所定単位

×122/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）
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（注１） *は日数を算定
（注２）「算定率（回数・日数ベース）」は、各加算の算定回数・日数÷総件数により求めたもの。
（注３） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。
（注４）色分けは、「算定率（事業所ベース）」において、70％以上の加算を緑色、３％以下の加算を赤色と機械的にしている。
【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局認知症施策・地域介護推進課作成



算定率
（事業所ベース）

算定事業所数
算定率

（回数・日数ベース）
回数・日数

（単位：千回・千日）
算定単位数
（単位：千単位）

単位数
（令和６年６月以降）

介護予防認知症対応型通所介護

--0.0％0.00-1/100
高齢者虐待防止措置未実施減算（３時間以
上９時間未満）

------1/100
業務継続計画未策定減算（３時間以上９時
間未満）

0.2％10.0％0.00＋3/100感染症災害３％加算

0.0％0---＋50単位延長加算（9時間以上10時間未満の場合）

0.0％0---＋100単位延長加算（10時間以上11時間未満の場合）

0.0％0---＋150単位延長加算（11時間以上12時間未満の場合）

0.0％0---＋200単位延長加算（12時間以上13時間未満の場合）

0.0％0---＋250単位延長加算（13時間以上14時間未満の場合）

0.7％30.0％0.01＋5/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提
供加算*

59.2％24452.5％2.1861日につき＋40単位入浴介助加算（Ⅰ）*

6.3％265.0％0.2121日につき＋55単位入浴介助加算（Ⅱ）*

0.5％20.0％0.00
1月につき＋100単位
（３月に１回を限度）

生活機能向上連携加算（Ⅰ）

1.5％60.0％0.05

1月につき＋200単位
※ただし、個別機能訓練加
算を算定している場合は、
1月につき＋100単位

生活機能向上連携加算（Ⅱ）

35.2％14535.0％1.4381日につき＋27単位個別機能訓練加算（Ⅰ）*

13.1％542.5％0.121月につき＋20単位個別機能訓練加算（Ⅱ）

0.7％30.0％0.011日につき＋60単位若年性認知症利用者受入加算*

4.9％200.0％0.021月につき＋50単位栄養アセスメント加算

0.2％10.0％0.001月につき＋200単位栄養改善加算
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（注１） *は日数を算定
（注２）「算定率（回数・日数ベース）」は、各加算の算定回数・日数÷総件数により求めたもの。
（注３） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。
（注４）色分けは、「算定率（事業所ベース）」において、70％以上の加算を緑色、３％以下の加算を赤色と機械的にしている。
【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局認知症施策・地域介護推進課作成

介護予防認知症対応型通所介護の算定状況



介護予防認知症対応型通所介護の算定状況

算定率
（事業所ベース）

算定事業所数
算定率

（回数・日数ベース）
回数・日数

（単位：千回・千日）
算定単位数
（単位：千単位）

単位数
（令和６年６月以降）

介護予防認知症対応型通所介護

1.2％50.0％0.00
1回につき＋20単位
（６月に1回を限度）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

0.2％10.0％0.00
1回につき＋5単位
（６月に1回を限度）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

1.5％60.0％0.021月につき＋150単位口腔機能向上加算（Ⅰ）

3.2％130.0％0.041月につき＋160単位口腔機能向上加算（Ⅱ）

51.5％21210.0％0.4141月につき＋40単位科学的介護推進体制加算

2.7％112.5％0.1-101日につき-94単位同一建物減算*

10.7％447.5％0.3-15片道につき-47単位送迎減算

45.2％18645.0％1.8401回につき22単位を加算サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

18.5％7617.5％0.7131回につき18単位を加算サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

13.6％5615.0％0.631回につき6単位を加算サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

54.1％22310.0％0.4333
1月につき＋所定単位

×181/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

33.3％1375.0％0.2172
1月につき＋所定単位

×174/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

6.3％260.0％0.036
1月につき＋所定単位

×150/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

2.4％100.0％0.09
1月につき＋所定単位

×122/1000
介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

25

（注１） *は日数を算定
（注２）「算定率（回数・日数ベース）」は、各加算の算定回数・日数÷総件数により求めたもの。
（注３） 「算定率（事業所ベース）」は、各加算の請求事業所数÷総請求事業所数により求めたもの。
（注４）色分けは、「算定率（事業所ベース）」において、70％以上の加算を緑色、３％以下の加算を赤色と機械的にしている。
【出典】介護給付費等実態統計（令和７年11月審査分）及び介護保険総合データベースの任意集計（令和７年11月審査分（令和７年10月サービス提供））より老健局認知症施策・地域介護推進課作成



※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。
※介護予防サービスは含まない。

（事業所）
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認知症対応型通所介護の請求事業所数

【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課課にて作成



※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。
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介護予防認知症対応型通所介護の請求事業所数

【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課課にて作成



※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。
※介護予防サービスは含まない。
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認知症対応型通所介護の請求事業所数（都道府県別）

【出典】令和６年度介護給付費等実態統計報告（令和７年４月審査分）及び
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（令和７年）」より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成



※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。
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介護予防認知症対応型通所介護の請求事業所数（都道府県別）

【出典】令和６年度介護給付費等実態統計報告（令和７年４月審査分）及び
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（令和７年）」より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成



（人）

※総数には、月の途中で要介護から要支援（又は要支援から要介護）に変更となった者を含む
【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成
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認知症対応型通所介護の受給者数



※経過的要介護は含まない。
【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成

0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9%
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認知症対応型通所介護の受給者構成割



56.4% 26.5% 17.0%
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69.2% 28.4% 2.4%
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66.0% 29.8% 4.3%
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類型別事業所数割合

類型別請求件数割合

類型別請求単位数割合

※介護予防認知症対応型通所介護を除く。
【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（令和７年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成

○ 類型別の事業所数の割合をみると、単独型が約５割となっている。
○ 類型別の請求件数、請求単位数の割合をみると、単独型が約６割となっている。

認知症対応型通所介護の類型別事業所数・利用者数割合

32



※経過的要介護は含まない。
【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成

53.2% 53.3% 54.8% 54.6% 54.5% 54.1% 54.2% 54.6% 54.2% 53.6% 53.6% 55.4% 54.9% 55.0% 55.7% 56.4%
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認知症対応型通所介護の類型別事業所数



※経過的要介護は含まない。
【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成

56.4% 57.3% 59.3% 60.0% 61.0% 61.0% 62.1% 62.1% 63.2% 62.5% 63.0% 64.7% 64.0% 65.3% 64.6% 66.0%
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認知症対応型通所介護の類型別請求件数割合



※経過的要介護は含まない。
【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成

59.9% 61.3% 62.6% 63.6% 64.1% 64.0% 65.1% 65.7% 66.1% 66.1% 66.1% 67.0% 67.6% 67.5% 68.5% 69.2%
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認知症対応型通所介護の類型別請求単位数割合



70.0% 24.1% 5.9%
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【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（令和７年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成

○ 類型別の事業所数、単位数の割合をみると、単独型が７割となっている。

介護予防認知症対応型通所介護の類型別事業所数・利用者数割合

36



介護予防認知症対応型通所介護の類型別事業所数割合

類型別事業所数割合

○ 平成22年から平成25年に書けて「単独型」の割合が増加したものの、その後は概ね横ばいで推移している。

【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成 37
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介護予防認知症対応型通所介護の類型別単位数割合

○ 請求単位数割合については、「単独型」「併設型」の割合が多少増減しているものの、概ね横ばいで推移し
ている。

【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成 38
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介護予防認知症対応型通所介護 認知症対応型通所介護〈単位：百万円〉
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認知症対応型通所介護の費用額

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。
【出典】各年度の費用額の値は、介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）の５月審査（４月サービス）分から翌年の４月審査

（３月サービス）分までの合計より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成。
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※ 請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。
【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成

（人） （百万円） （千円）
【1事業所1月あたりの受給者数・費用額】 【利用者1人1月あたりの費用額】

認知症対応型通所介護 １事業所あたりの受給者数・費用額、１人１月あたりの費用額

40



1.8 1.8 1.8
1.8

1.7 1.7

1.7 1.6
1.7

1.8

1.7
1.8 1.8

1.7 1.7

1.8

1.8

2

1.7

79.4 
77.7 

80.8 

79.1 
79.1 

82.3 78.9 

73.6 

79.4 

87.9 

84.9 

89.9 89.9 

84.6 

91.5 

89.7 

95.5 

93.1 
91.1 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

H
19

H
20

H
21

H
22

H
23

H
24

H
25

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

H
31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

1事業所あたりの受給者数（左軸）
1事業所あたりの費用額（右軸）

45.0 
42.9 

43.8 

45.0 
47.1 

48.8 

47.8 

46.7 

46.0 

50.0 49.0 

49.0 

50.0 

48.9 

53.8 

51.3 

52.5 
47.5 

52.9 

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

12.5

13.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H
19

H
20

H
21

H
22

H
23

H
24

H
25

H
26

H
27

H
28

H
29

H
30

H
31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

一人あたりの費用額（左軸）

※ 請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。
【出典】介護給付費等実態統計（旧：介護給付費等実態調査）（各年４月審査分）より老健局認知症施策・地域介護推進課にて作成

（人） （千円） （千円）
【1事業所1月あたりの受給者数・費用額】 【利用者1人1月あたりの費用額】

介護予防認知症対応型通所介護 １事業所あたりの受給者数・費用額、１人１月あたりの費用額
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訪問介護 10.5%

訪問入浴 0.5%

訪問看護 3.5%

訪問リハ 0.5%

通所介護 11.5%

通所リハ 3.3%

福祉用具貸与 3.4%

短期入所 3.7%

短期入所療養（老健）0.4%

短期入所療養（病院等） 0.0%
短期入所療養（医療院） 0.0%

居宅療養管理指導 1.7%
特定施設 6.0%

居宅介護支援 4.8%定期巡回 0.9%夜間対応型訪問 0.0%
地密通所 3.6%

認知症通所 0.6%
小多機 2.5%

看多機 0.7%

認知症ＧＨ 6.7%

地密特定施設 0.2%
地密特養 2.2%

特養 18.6%

老健 12.0%

介護医療院 2.2%

サービス種類別費用額割合

居宅
45.0%

施設
32.8%

地密・施設系
2.2%

地密・居住系
6.9%

地密・居宅系
8.3%

地密
17.5%

【出典】厚生労働省「令和６年度介護給付費等実態統計」
（注１）総費用は保険給付額と公費負担額、利用者負担額（公費の本人負担額を含む）の合計額。

介護予防サービスを含まない。特定入所者介護サービス（補足給付）、地域支援事業に係る費用は含まない。また、市区町村が直接支払う費用（福祉用具購入費、住宅改修費など）は含まない。
（注２）介護費用額は、令和６年度（令和６年５月～令和７年４月審査分（令和６年４月～令和７年３月サービス提供分））
（注３）令和６年度（令和６年５月～令和７年４月審査分（令和６年４月～令和７年３月サービス提供分））の特定入所者介護サービス（補足給付）は約2,271億円。

介護保険給付に係る総費用のサービス種類別内訳（令和６年度） 割合
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介護保険給付に係る総費用等における提供サービスの内訳（令和６年度） 金額

請求事業所数費用額（百万円）
35,4971,214,189訪問介護

居宅

1,58456,351訪問入浴介護
16,874406,433訪問看護
5,68058,679訪問リハビリテーション

24,5261,338,790通所介護
7,769388,205通所リハビリテーション
7,124392,621福祉用具貸与

10,801429,887短期入所生活介護
3,58449,110短期入所療養介護

51,184194,391居宅療養管理指導
6,251694,137特定施設入居者生活介護

170,8745,222,793計
35,943552,298居宅介護支援
1,39799,494定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地
域
密
着
型

1843,920夜間対応型訪問介護
18,130419,623地域密着型通所介護
2,71674,878認知症対応型通所介護
5,647285,704小規模多機能型居宅介護
1,27882,466看護小規模多機能型居宅介護

14,492781,071認知症対応型共同生活介護
38523,366地域密着型特定施設入居者生活介護

2,559260,677地域密着型介護老人福祉施設
46,7882,031,198計
8,5402,165,097介護老人福祉施設

施
設

4,1371,395,754介護老人保健施設
918250,669介護医療院

13,5953,811,520計
267,20011,617,809合計

【出典】厚生労働省「令和６年度介護給付費等実態統計」
（注１）総費用は保険給付額と公費負担額、利用者負担額（公費の本人負担額を含む）の合計額。

介護予防サービスを含まない。特定入所者介護サービス（補足給付）、地域支援事業に係る費用は含まない。また、市区町村が直接支払う費用（福祉用具購入費、住宅改修費など）は含まない。
（注２）介護費用額は、令和６年度（令和６年５月～令和７年４月審査分（令和６年４月～令和７年３月サービス提供分））、請求事業所数は、令和７年４月審査分である。
（注３）令和６年度（令和６年５月～令和７年４月審査分（令和６年４月～令和７年３月サービス提供分））の特定入所者介護サービス（補足給付）は約2,271億円。

（注４）端数処理等の関係で、合計が一致しない場合がある。
（注５）請求事業所数は延べ数である。
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通所介護の経営状況

44

○ 通所介護の収支差率（令和６年度決算税引き前（物価高騰対策関連補助金を含まない））は6.2%となっている。

■ 居宅サービスにおける平均収支差率

注１）上段（括弧無し）は「税引前収支差率（物価高騰対策関連補助金等を含まない）」、中段（山括弧）は「税引前収支差率（物価高騰対策関連補助金を含む）」、下段（丸括弧）は「税引後収支差率」である。
注２）令和４年度決算の中段（山括弧）の収支差率には、物価高騰対策関連補助金に加え、コロナ関連補助金も含まれている。

【出典】令和５年度介護事業経営実態調査結果及び令和７年度介護事業経営概況調査結果

令和７年度概況調査令和５年度実態調査サービスの種類 令和６年度決算令和５年度決算令和４年度決算
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（5.8%）
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(10.5%)
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(11.5%)
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<6.8%>
(6.5%)

1.5%
＜1.8%＞
（1.4%）

通所介護

2.0%
<2.1%>
(1.9%)

2.4%
<2.7%>
(2.6%)

1.8%
＜2.8%＞
（2.5%）

通所リハビリテーション

2.7%
<2.9%>
(2.9%)

4.1%
<4.6%>
(4.5%)

2.6%
＜3.3%＞
（3.2%）

短期入所生活介護



地域密着型通所介護の経営状況

45

○ 地域密着型通所介護の収支差率（令和６年度決算税引き前（物価高騰対策関連補助金を含まない））は6.3%となって
いる。

■ 地域密着型サービスにおける平均収支差率
令和７年度概況調査令和５年度実態調査サービスの種類 令和６年度決算令和５年度決算令和４年度決算

13.4%
<13.4%>
(12.9%)

14.6%
<14.8%>
(13.7%)

11.0%
＜11.2%＞
（10.7%）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

12.8%
<12.9%>
(12.2%)

15.2%
<15.9%>
(15.0%)

9.9%
＜10.0%＞
（9.1%）

夜間対応型訪問介護 ※

6.3%
<6.6%>
(6.2%)

5.8%
<6.2%>
(5.8%)

3.6%
＜3.9%＞
（3.7%）

地域密着型通所介護

5.3%
<5.5%>
(5.2%)

6.6%
<7.0%>
(6.7%)

4.3%
＜4.7%＞
（4.5%）

認知症対応型通所介護

6.0%
<6.2%>
(5.9%)

5.2%
<5.5%>
(5.2%)

3.5%
＜3.9%＞
（3.6%）

小規模多機能型居宅介護

4.9%
<5.1%>
(4.8%)

4.5%
<5.1%>
(4.7%)

3.5%
＜3.9%＞
（3.6%）

認知症対応型共同生活介護

0.4%
<0.5%>
(0.1%)

0.5%
<0.9%>
(0.5%)

1.9%
＜2.4%＞
（1.8%）

地域密着型特定施設入居者生活介護

2.2%
<2.3%>
(2.3%)

1.9%
<2.3%>
(2.3%)

▲1.1%
＜▲0.4%＞
（▲0.4%）

地域密着型介護老人福祉施設

6.5%
<6.7%>
(6.3%)

5.0%
<5.3%>
(4.9%)

4.5%
＜4.7%＞
（4.2%）

看護小規模多機能型居宅介護

※「夜間対応型訪問介護」は、サンプルサイズが少ないことにより集計結果に個々のデータが大きく影響していると考えられるため、参考数値として公表している。
注１）上段（括弧無し）は「税引前収支差率（物価高騰対策関連補助金等を含まない）」、中段（山括弧）は「税引前収支差率（物価高騰対策関連補助金を含む）」、下段（丸括弧）は「税引後収支差率」である。
注２）令和４年度決算の中段（山括弧）の収支差率には、物価高騰対策関連補助金に加え、コロナ関連補助金も含まれている。

【出典】令和５年度介護事業経営実態調査結果及び令和７年度介護事業経営概況調査結果



認知症対応型通所介護の経営状況
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○ 認知症対応型通所介護の収支差率（令和６年度決算税引き前（物価高騰対策関連補助金を含まない））は4.9%となっ
ている。

■ 地域密着型サービスにおける平均収支差率
令和７年度概況調査令和５年度実態調査サービスの種類 令和６年度決算令和５年度決算令和４年度決算
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(5.2%)

6.6%
<7.0%>
(6.7%)

4.3%
＜4.7%＞
（4.5%）

認知症対応型通所介護

6.0%
<6.2%>
(5.9%)

5.2%
<5.5%>
(5.2%)

3.5%
＜3.9%＞
（3.6%）

小規模多機能型居宅介護

4.9%
<5.1%>
(4.8%)

4.5%
<5.1%>
(4.7%)

3.5%
＜3.9%＞
（3.6%）

認知症対応型共同生活介護

0.4%
<0.5%>
(0.1%)

0.5%
<0.9%>
(0.5%)

1.9%
＜2.4%＞
（1.8%）

地域密着型特定施設入居者生活介護

2.2%
<2.3%>
(2.3%)

1.9%
<2.3%>
(2.3%)

▲1.1%
＜▲0.4%＞
（▲0.4%）

地域密着型介護老人福祉施設

6.5%
<6.7%>
(6.3%)

5.0%
<5.3%>
(4.9%)

4.5%
＜4.7%＞
（4.2%）

看護小規模多機能型居宅介護

※「夜間対応型訪問介護」は、サンプルサイズが少ないことにより集計結果に個々のデータが大きく影響していると考えられるため、参考数値として公表している。
注１）上段（括弧無し）は「税引前収支差率（物価高騰対策関連補助金等を含まない）」、中段（山括弧）は「税引前収支差率（物価高騰対策関連補助金を含む）」、下段（丸括弧）は「税引後収支差率」である。
注２）令和４年度決算の中段（山括弧）の収支差率には、物価高騰対策関連補助金に加え、コロナ関連補助金も含まれている。

【出典】令和５年度介護事業経営実態調査結果及び令和７年度介護事業経営概況調査結果



通所介護の収支差率等

○ 通所介護の収支差率（令和６年度決算税引き前（物価高騰対策関連補助金を含まない））は6.2%（※）となってお
り、金額ベースでは37．1万円。※収支差率について全サービスの平均は4.7％。

Ｒ６年度Ｒ５年度Ｒ４年度Ｒ３年度収支差率

6.2％6.5％1.5％0.7％
税引前収支差率（物価対策
関連補助金を含まない）

6.4％6.8％1.8％1.0％
税引前収支差率（物価対策
関連補助金を含む）

6.0％6.5％1.4％0.7％
税引後収支差率（物価対策
関連補助金を含む）

【出典】厚生労働省「令和７年度介護事業経営概況調査」
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地域密着型通所介護の収支差率等

○ 地域密着型通所介護の収支差率（令和６年度決算税引き前（物価高騰対策関連補助金を含まない））は6.3%（※）
となっており、金額ベースでは17．2万円。※収支差率について全サービスの平均は4.7％。

Ｒ６年度Ｒ５年度Ｒ４年度Ｒ３年度収支差率

6.3％5.8％3.6％3.1％
税引前収支差率（物価対策
関連補助金を含まない）

6.6％6.2％3.9％3.4％
税引前収支差率（物価対策
関連補助金を含む）

6.2％5.8％3.7％3.1％
税引後収支差率（物価対策
関連補助金を含む）

【出典】厚生労働省「令和７年度介護事業経営概況調査」
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認知症対応型通所介護の収支差率等

○ 認知症対応型通所介護の収支差率（令和６年度決算税引き前（物価高騰対策関連補助金を含まない））は5.3%
（※）となっており、金額ベースでは14．2万円。※収支差率について全サービスの平均は4.7％。

Ｒ６年度Ｒ５年度Ｒ４年度Ｒ３年度収支差率

5.3％6.6％4.3％4.3％
税引前収支差率（物価対策
関連補助金を含まない）

5.5％7.0％4.7％4.4％
税引前収支差率（物価対策
関連補助金を含む）

5.2％6.7％4.5％4.3％
税引後収支差率（物価対策
関連補助金を含む）

【出典】厚生労働省「令和７年度介護事業経営概況調査」

49



※１）2023年度の数値は介護保険事業状況報告（令和5年12月月報）による数値で、令和5年10月サービス分の受給者数（１月当たりの利用者数）。
在宅介護の総数は、同報告の居宅介護支援・介護予防支援、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の受給者数の合計値。
在宅介護の内訳について、ホームヘルプは訪問介護、訪問リハ（予防給付を含む。）、夜間対応型訪問介護の合計値。
デイサービスは通所介護、通所リハ（予防給付を含む。）、 認知症対応型通所介護（予防給付を含む。）、地域密着型通所介護の合計値。
ショートステイは短期入所生活介護（予防給付を含む。）、短期入所療養介護（予防給付を含む。）の合計値。
居住系サービスの特定施設及び介護施設の特養は、それぞれ地域密着型サービスを含む。

※２）令和8(2026)年度、令和22(2040)年度の数値は、地域包括ケア「見える化」システムにおける推計値等を集計したもの。
なお、在宅介護の総数については、※１と同様の方法による推計値。

○　介護サービス量

在宅介護 381 万人 407 万人 (7%増) 465 万人 (22%増)

うちホームヘルプ 121 万人 131 万人 (8%増) 151 万人 (25%増)

うちデイサービス 222 万人 238 万人 (7%増) 273 万人 (23%増)

うちショートステイ 35 万人 37 万人 (4%増) 42 万人 (20%増)

うち訪問看護 74 万人 81 万人 (9%増) 94 万人 (27%増)

うち小規模多機能 11 万人 13 万人 (13%増) 14 万人 (28%増)

うち定期巡回・随時 3.9 万人 4.9 万人 (24%増) 5.7 万人 (46%増)

　　対応型サービス

うち看護小規模多機能型居宅介護 2.1 万人 3.1 万人 (49%増) 3.6 万人 (76%増)

居住系サービス 49 万人 54 万人 (11%増) 63 万人 (28%増)

特定施設入居者生活介護 28 万人 31 万人 (12%増) 36 万人 (30%増)

認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 21 万人 23 万人 (9%増) 27 万人 (25%増)

介護施設 103 万人 108 万人 (5%増) 126 万人 (22%増)

特養 64 万人 67 万人 (5%増) 79 万人 (23%増)

老健 34 万人 35 万人 (2%増) 41 万人 (18%増)

介護医療院 4.5 万人 5.9 万人 (30%増) 6.7 万人 (48%増)

介護療養型医療施設 0.4 万人 － 万人 － 万人

令和5(2023)年度

実績値 ※1
令和8（2026）年度
推計値 ※2

令和22(2040)年度
推計値 ※2

第９期介護保険事業計画におけるサービス量等の見込み
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１．通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護

の概況

２．令和６年度介護報酬改定の内容

３．関連する各種意見・サービス提供等の状況

４．現状と課題及び論点
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１.（７）③ 通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の見直し

○ 通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算について、事業所全体で認知症利用者に対応する観点から、
従業者に対する認知症ケアに関する個別事例の検討や技術的指導に係る会議等を定期的に開催することを求める
こととする。また、利用者に占める認知症の方の割合に係る要件を緩和する。【告示改正】

【通所介護、地域密着型通所介護】

＜改定前＞ ＜改定後＞
認知症加算 60単位/日 変更なし

○ 指定居宅サービス等基準第93条第１項第２号又は第３号・指定地域密着型サービス基準第20条第１項第２号又は
第３号に規定する員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で２以上確保していること。

○ 指定通所介護事業所・指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者
の総数のうち，日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の
者の占める割合が100分の15以上であること。

○ 指定通所介護・指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護・指定地域密着型通所介
護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実
践的な研修等を修了した者を１名以上配置していること。

○ 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催しているこ
と。 （新設）

概要

単位数

算定要件等
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【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】

〇 通所介護等における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進する観点から、
以下の見直しを行う。
ア 入浴介助に必要な技術の更なる向上を図る観点から、入浴介助加算（Ⅰ）の 算定要件に、入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助

に関する研修等を行うことを新たな要件として設ける。 【告示改正】
イ 入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」について、人材の有効活用を図る観点

から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も
算定することを可能とする。 【告示・通知改正】

加えて、利用者の居宅における自立した入浴への取組を促進する観点から、入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件に係る現行の Q＆A や
留意事項通知で示している内容を告示に明記し、要件を明確化する【告示改正】

概要

＜改定前＞ ＜改定後＞
入浴介助加算（Ⅰ） 40単位/日 変更なし
入浴介助加算（Ⅱ） 55単位/日 変更なし

単位数

＜入浴介助加算（Ⅰ）＞
・ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。
・ 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。

＜入浴介助加算（Ⅱ）＞（入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて）
・ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専

門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者（以下「医師等」という。）
が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身
又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福
祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医
師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏ま
え、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。

・ 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画
を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。

・ 上記の入浴計画に基づき、個浴（個別の入浴をいう。）又は利用者の居宅の状況に近い環境（利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する
浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをい
う。）で、入浴介助を行うこと。

算定要件等

２.（２）① 通所介護等における入浴介助加算の見直し①
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利用者宅
利用者宅を訪問

利用者宅の浴室が、利用者自身
又は家族の介助により入浴を行う
ことが難しい環境にある場合

訪問した医師等が、介護支援専門員、
福祉用具専門相談員と連携し、福祉
用具の購入・住宅改修等環境整備等
を助言する。

＜訪問可能な職種＞
医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことが
できる福祉用具専 門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を
有する者

＋
医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が 利用者の居宅を訪問し、情報通信機
器等を活用して把握した浴室における利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が評価・助 言を行っても差し支えない

通所介護事業所

個別入浴計画を作成
個別に入浴を実施

利用者宅の浴室の環境を確認

個浴又は利用者の居宅の状況に近
い環境（福祉用具等を設置すること
により、利用者の居宅の浴室の状況
を再現しているもの）で、入浴介助を
行う。

機能訓練指導員等が共同して、医師等と
連携の下で、利用者の身体の状況、訪問に
より把握した浴室の環境等を踏まえた個別
の入浴計画を作成。なお、通所介護計画へ
の記載をもって個別の入浴計画の作成に代
えることができる。

２．（２）① 通所介護等における入浴介助加算の見直し②

※ 黒字下線部 → 留意事項通知やQ&Aで示している内容を告示に明記した部分。 赤字 → 新規追加部分。

入浴介助を行う職員に対し、
入浴介助に関する研修等を
行うこと。

研修等の実施

＜入浴介助加算（Ⅰ）＞ ＜入浴介助加算（Ⅱ）＞入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて

通所介護事業所

入浴介助を適切に行うことが
できる人員及び設備を有して
行われる入浴介助であること。

入浴介助の実施

居宅介護支援事業所・
福祉用具販売事業所等
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３.（３）⑦ 通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算の
人員配置要件の緩和及び評価の見直し①

＜改定前＞ ＜改定後＞
個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 56単位/日 変更なし
個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 85単位/日 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 76単位/日（変更）
個別機能訓練加算（Ⅱ） 20単位/月 変更なし

○ 通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算について、機能訓練を行う人材の有効活用を図る観点
から、個別機能訓練加算（Ⅰ）ロにおいて、現行、 機能訓練指導員を通所介護等を行う時間帯を通じて 1 名以上配
置しなければならないとしている要件を緩和するとともに、評価の見直しを行う。【告示改正】

【通所介護、地域密着型通所介護】概要

単位数

算定要件等
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ

通所介護・地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での生
活状況を確認。

ニーズ把握・情報収
集

専従１名以上配置（配置時間の定めなし）
※ 人員欠如減算・定員超過減算に該当している場合は、個別機能訓練加算を算定しない。
※ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イの配置（専従1名以上配置(配置時間の定めなし））に加え、合計で２名以上の機能訓練指導員を配置してい

る時間帯において算定が可能。

機能訓練指導員の配
置

居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成。計画作成
利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。
訓練項目は複数種類を準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。

機能訓練項目

５人程度以下の小集団又は個別。訓練の対象者

機能訓練指導員が直接実施（介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない）訓練の実施者
３か月に１回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認するとともに、当該利用者又はその家族に
対して個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行う。

進捗状況の評価
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改定前 改定後
例：通所介護

9：00 16：00

9：00 16：00

10：00 13：00

２名配置された時
間帯に機能訓練を

受けた利用者

１名配置された時
間帯に機能訓練を

受けた利用者

個別機能訓練
加算（Ⅰ）ロ
の算定が可能

個別機能訓練
加算（Ⅰ）イ
の算定が可能

イ

専
従
1
名
以
上
配
置

（
配
置
時
間
定
め
な
し
）

ロ

イ
の
配
置
に
加
え
、

専
従
1
名
以
上
配
置

（
配
置
時
間
定
め
な
し
）

例：通所介護
9：00 16：00

9：00 16：00

10：00 13：00

２名配置された時
間帯に機能訓練を

受けた利用者

個別機能訓練
加算（Ⅰ）ロ
の算定が可能

提供時間を通じ
て専従のため、
基準上の他の職
務に配置するこ
とはできない

13：00

イ

専
従
1
名
以
上
配
置

（
配
置
時
間
定
め
な
し
）

ロ

イ
の
配
置
に
加
え
、

専
従
1
名
以
上
配
置

（
提
供
時
間
を
通
じ
て
配
置
）

１名配置され
た時間帯に機
能訓練を受け

た利用者

個別機能訓
練加算

（Ⅰ）イの
算定が可能

配置時間以外
の時間で別の
職務に配置す
ることが可能

別の事業所で
資格を生かす
ことも可能

or

【改正イメージ】

３.（３）⑦ 通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算の
人員配置要件の緩和及び評価の見直し②

機能訓練指導員

機能訓練指導員（提供時間を通じて配置）

機能訓練指導員

機能訓練指導員 介護職員

機能訓練指導員
（別事業所）
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５．⑤ 通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

○ 通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送迎先に
ついて利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同
乗を可能とする。【Q&A発出】

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、療養通所介護】

（送迎の範囲について）
○ 利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態

（例えば、近隣の親戚の家）がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。

（他介護事業所利用者との同乗について）
○ 介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を

行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合（共同での委託を含む）には、責任の所在等を明確に
した上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。

（障害福祉サービス利用者との同乗について）
○ 障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約（共同での委託を含む）を結んだ場合にお

いても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする。
※ なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、利用者の利便性を損なわない範囲内

の事業所とする。

概要

算定要件等
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１．通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護

の概況

２．令和６年度介護報酬改定の内容

３．関連する各種意見・サービス提供等の状況

４．現状と課題及び論点
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59

○ サービス利用の目的としては、「生活機能を維持し、現在の生活を続けるため」「他利用者や職員、地域とかかわ
る機会を持つため」「入浴の機会を確保するため」が多い傾向であった。

令和６年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着型通所介護の運営の実態に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）（抜粋）

通所介護・地域密着型通所介護 利用の目的

利用の目的

※通所介護・地域密着型通所介護事業所の全事業所が対象

54 

17 

529 

753 

387 

635 

1,078 

1,144 

936 

1,515 

412 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

無回答

その他

家族の介護に対する不安や負担を軽減するため

家族介護者が休息したり、自分の時間を持つため

家族介護者が就労を継続するため

食事の機会を確保するため

入浴の機会を確保するため

他利用者や職員、地域とかかわる機会を持つため

定期的な通所により、閉じこもりになるのを防ぐため

生活機能を維持し、現在の生活を続けるため

生活機能を向上し、以前の状態に近づけるため

n=1,793（複数回答）



機能訓練の質を高めるにあたり、①実施していること、②重要だと思うこと、③特に重要だと思うこと

通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 対応課題・ニーズ

60

○ 機能訓練の質を高めるにあたり、「心身機能・生活機能だけではなく、利用者の生活環境や日々の暮らし方を踏ま
えた総合的なアセスメント・目標設定」が最も高く、次いで「機能訓練に対する意欲を維持・向上させるための声掛
け」、「利用者の生活環境を想定した訓練プログラムの設定・実施」を重要だと回答している事業所が多く見られた。

※①②複数回答、③３つまで選択
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33.5%

64.9%
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①実施していること（n=5,179） ②重要だと思うこと（n=5,179) ③特に重要だと思うこと（n=5,179）

心

身

機

能

・

生

活

機

能

だ

け

で

は

な

く
、
利

用

者

の

生

活

環

境

や

日

々

の

暮

ら

し

方

を

ふ

ま

え

た

総

合

的

な

ア

セ

ス

メ

ン

ト

・

目

標

設

定

令和７年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の今後の運営の在り方に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティン
グ）（抜粋）



中重度の利用者を受け入れるにあたり、①実施していること、②重要だと思うこと、③特に重要だと思うこと

通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 対応課題・ニーズ

61

○ 中重度の利用者を受け入れるにあたり、「看護職員による医療的ケアの対応」が最も高く、「重度者に対する自立
支援・重度化防止のためのケアの知識やスキル研修」、「状態急変時の医療機関との連携体制の構築」、「家族への
支援、働きかけ」を重要だと回答している事業所が多く見られた。

令和７年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の今後の運営の在り方に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティン
グ）（抜粋）

※①②複数回答、③３つまで選択
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45.7%
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利用登録者の認知症高齢者の日常生活自立度別人数・割合

通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 利用者の状況

62

○ 通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の利用者の状況を認知症高齢者の日常生活自立度別にみる
と、各分類においてⅡa・Ⅱbの割合が高い傾向にある。

令和７年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の今後の運営の在り方に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）（抜粋）

認知症対応型
通所介護地域密着型通所介護通所介護

（大規模型Ⅱ）
通所介護

（大規模型Ⅰ）
通所介護

（通常規模型）全体

割合件数割合件数割合件数割合件数割合件数割合件数

0.7％4017.1％7,55314.4％1,52212.7％84311.6％11,29812.9％21,277自立

6.0％35021.1％9,36123.7％2,51022.5％1,48820.2％19,67620.3％33,411Ⅰ

15.8％92517.3％7,67018.9％2,00317.4％1,15318.6％18,05018.1％29,826Ⅱa

29.9％1,75418.2％8,07119.2％2,02721.4％1,41520.2％19,66420.0％32,952Ⅱb

24.6％1,4429.4％4,15110.0％1,05810.1％67110.8％10,49110.8％17,821Ⅲa

8.6％5042.9％1,2993.6％3813.2％2103.6％3,4533.6％5,852Ⅲb

7.8％4572.5％1,0892.7％2902.7％1792.8％2,7372.9％4,759Ⅳ

1.9％1140.8％3460.7％770.4％250.7％6710.8％1,237M

4.9％28710.7％4,7526.6％7029.5％62911.5％11,20710.7％17,614不明

100.0％5,873100.0％44,292100.0％10,570100.0％6,613100.0％97,247100.0％164,749計



認知症の利用者の受け入れにあたり①実施していること、②重要だと思うこと、③特に重要だと思うこと

通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 対応課題・ニーズ

63

○ 認知症の利用者の受け入れを進めるにあたり、「認知症の利用者が落ち着く空間や環境の整備・調整」が最も高く、
そのほかに「個別の生活歴や習慣等を踏まえたアセスメントやアプローチ」を重要と感じていると回答している事業
所が多く見られた。

令和７年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の今後の運営の在り方に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティン
グ）（抜粋）

20.6%

54.8%

23.1%
29.7%

59.5%
52.2%

46.8%

65.7% 61.4%

23.7% 21.6%

30.3%

1.6%
8.3%

54% 56%

46%
51% 50%

63%

52% 54%
59%

40%
35%

43%

1%

8%

28.9% 29.6%

15.9%
21.2%

14.4%

34.6%

16.7% 19.4%

24.7%

7.9% 5.6%
13.3%

0.7%

13.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

個

別

ケ

ア

の

提

供

に

む

け

た

手

厚

い

人

員

配

置

個

別

の

生

活

歴

や

習

慣

等

を

踏

ま

え

た

ア

セ

ス

メ

ン

ト

や

ア

プ

ロ
ー
チ

自

立

支

援

・

重

度

化

防

止

の

た

め

の

ケ

ア

の

知

識

や

意

思

決

定

支

援

等

の

ス

キ

ル

の
…

B

P

S

D

へ

の

対

応

方

法

の

習

得

認

知

症

の

利

用

者

も

参

加

し

や

す

い

ア

ク

テ

ィ

ビ

テ

ィ

の

実

施

認

知

症

の

利

用

者

が

落

ち

着

く

空

間

や

環

境

の

整

備

・

調

整

そ

の

時

々

の

気

分

に

応

じ

て

過

ご

し

方

を

選

択

出

来

る

仕

組

み

づ

く

り

利

用

者

同

士

や

職

員

と

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ
ー
シ

ョ

ン

機

会

の

創

出

利

用

者

間

の

ト

ラ

ブ

ル

を

防

ぐ

た

め

の

配

慮

・

工

夫

ト

ラ

ブ

ル

等

が

生

じ

た

時

の

対

応

ル
ー
ル

の

取

り

決

め

B

P

S

D

へ

の

対

応

方

法

等

に

関

す

る

家

族

へ

の

助

言

家

族

が

認

知

症

の

利

用

者

を

受

容

す

る

た

め

の

働

き

か

け

い

ず

れ

も

該

当

し

な

い

無

回

答

①実施していること（n=5,179） ②重要だと思うこと（n=5,179) ③特に重要だと思うこと（n=5,179）

※①②複数回答、③３つまで選択



送迎の実施状況

通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 送迎の実施状況

64

96.7%
2.3% 1.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体
（n=5,179）

実施している 実施していない 無回答

0.9%

3.1%

14.7%

16.5%

12.3%

38.9%

32.1%

73.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

無回答

その他の対応体制

寝たままの状態でも対応可能な大型の送迎車等に対応している

移乗等の負担軽減を図る機器を活用している

医療ニーズの高い場合、看護師が同乗するなどして複数人で対応している

重度者に対応する場合、複数人で対応している

基本的に複数人で対応している

基本的に一人で対応している

n=5,007（複数回答）

送迎の対応体制

○ 送迎の実施状況として、約97%の事業者が送迎を実施している。
○ 送迎の対応体制として、「基本的に一人で対応している」が73.0％と最も多く、次いで、「重度者に対応する場合、

複数人で対応している」（38.9％）、「基本的に複数人で対応している」（32.1％）であった。

令和７年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の今後の運営の在り方に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）（抜粋）

※通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の全事業所が回答

※通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護のうち、「送迎を実施している」と回答した事業所のみが回答



送迎の実施者

通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 送迎の実施状況

65

5,008
96.7%

3.5%
0.5%
0.5%
0.7%
0.3%

8.7%
94.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

無回答
その他の方法

福祉タクシーや福祉有償運送等に送迎業務を委託している
バス・タクシー会社等に送迎業務を委託している

別法人の事業所と共同で実施している
同一法人の別事業所と共同で実施している

事業所の職員もしくは別途雇用したスタッフが実施している

n=5,007（複数回答）

5.4%
13.8%
14.3%

13.0%
1.2%
1.4%

34.0%
42.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

無回答
その他

外部委託
同法人の他施設・事業所

ボランティア（地域住民、学生等）
ボランティア（無資格の介護助手等）

事務職員等（非常勤）
事務職員等（常勤）

n=761（複数回答）

送迎業務を担っている職員

○ 送迎の実施者については、「事業所の職員もしくは別途雇用したスタッフ」が94.0％と最も多い。
○ 送迎業務を担っている職員としては、「事務職員等（常勤）」が42.3％と最も多く、次いで「事務職員等（非常

勤）」（34.0％）であった。

令和７年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の今後の運営の在り方に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティン
グ）（抜粋）

※通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護のうち、「送迎を実施している」と回答した事業所のみが回答

※通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の全事業所が回答



通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 送迎における課題

○ 送迎の課題として、「シフト組みが負担」が5割強、「職員の確保が課題」が4割強、「個々の利用者で利用時間が
多様」が4割弱となっている。

51.6%

41.3%

28.2%

27.0%

36.9%

9.5%

17.2%

0% 20% 40% 60%

職員のシフト組みが負担

職員を多く雇用・確保する必要がある

職員に残業が発生する

送迎対応のため専門業務に十分従事できない

個々の利用者の利用時間が多様化しているため送迎負担が大きい

その他

特に課題となっていることはない

n=5,007（複数回答）

令和７年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の今後の運営の在り方に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティン
グ）（抜粋）

※通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護のうち、「送迎を実施している」と回答した事業所のみが回答

送迎における課題

66



○ 事業者からの送迎に関する課題への回答として、全体では「送迎の調整にかかる負担」や「送迎のための職員体
制確保」を感じている事業者の割合が高い傾向が見られる。

○ 特に中山間・離島等では「送迎時間が長い」ことが課題と感じている事業者が多い傾向。

地域の状況別 送迎で課題になっていること

通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 中山間地域等における送迎

令和６年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着通所介護の運営の実態に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）（抜粋）

送迎で課題になっていること合

計 無

回

答

特

に

課

題

に

な

っ

て

い

る

こ

と

は

な

い

そ

の

他

の

課

題

車

い

す

対

応

車
、
寝

台

車

な

ど
、
重

度

者

に

対

応

し

た

車

両

の

コ

ス

ト

負

担

個

別

・

少

人

数

に

よ

る

送

迎

の

必

要

性

に

よ

る

車

両

台

数

の

確

保

の

た

め

の

コ

ス

ト

負

担

安

全

面

の

確

保

送

迎

を

担

当

す

る

職

員

の

高

齢

化

重

度

者

に

対

応

す

る

た

め

の

複

数

人

で

の

送

迎

体

制

の

確

保

個

別

・

少

人

数

に

よ

る

送

迎

の

た

め

の

職

員

体

制

確

保

ル
ー
ト

組

み
、
配

車

な

ど
、

送

迎

の

調

整

・

準

備

に

か

か

る

負

担

送

迎

時

間

が

長

い

2
0.3

52
7.6

50
7.3

199
29.2

229
33.6

215
31.5

256
37.5

183
26.8

418
61.3

456
66.9

205
30.1

682
100.0

全体

1
0.5

15
7.0

17
8.0

64
30.0

76
35.7

65
30.5

73
34.3

65
30.5

128
60.1

132
62.0

75
35.2

213
100.0

所在する市町村全
域が中山間・離島
等

厚

生

労

働

大

臣

が

定

め

る

中

山

間

地

域

等

の

地

域

の

状

況

1
0.6

12
7.5

10
6.3

55
34.4

57
35.6

55
34.4

58
36.3

44
27.5

91
56.9

103
64.4

48
30.0

160
100.0

所在する市町村の
一部地域が中山
間・離島等

0
0.0

25
8.1

23
7.5

79
25.7

96
31.3

95
30.9

125
40.7

73
23.8

198
64.5

221
72.0

81
26.4

307
100.0

所在する市町村内
に中山間・離島等
なし

※複数回答

67



○ 送迎に最も時間のかかる利用者の片道時間をみると、「30～60分未満」が51.7％と最も多かった。

22.4% 51.7% 11.2% 14.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=205（数値回答）

30分未満 30～60分未満 60分以上 無回答

送迎に最も時間のかかる利用者の片道時間

通所介護・地域密着型通所介護 送迎時間

68令和６年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着通所介護の運営の実態に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）（抜粋）

※通所介護・地域密着型通所介護のうち、送迎を実施しており、送迎で課題となっていることとして「送迎時間が長い」と回答した事業所のみが回答



【送迎車両の共有】
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
第三 介護サービス 六 「通所介護」
２「設備に関する基準」（居宅基準第九十五条）
（4） 設備に係る共用

指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービ
スに規定があるもの（指定訪問介護事業所の場合は事務室）は共用が可能である。

（中略）
また、玄関、廊下、階段、送迎車両など、基準上は規定がないが、設置されるものについても、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、共用が
可能である。

【送迎業務の共同委託】 「令和6年度報酬改定に関するQ＆A（Vol.1)(令和6年3月15日）」より抜粋
問 67： Ａ事業所の利用者について、Ａ事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により，当該利用者の居宅とＡ事業所との間の送迎が行われた場合、

送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。
答： ・ 指定通所介護等事業者は、指定通所介護等事業所ごとに、当該指定通所介護等事業所の従業者によって指定通所介護等を提供しなければ

ならないこととされている。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、各通所介護等事業所の状況に応
じ、送迎に係る業務について第三者へ委託等を行うことも可能である。

なお、問中の事例について、送迎に係る業務が委託され、受託した事業者により、利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた場合は、送迎減算
は適用されない。

・ 別の事業所へ委託する場合や複数の事業所で共同委託を行う場合も、事業者間において同乗にかかる条件（費用負担、責任の所在等）をそれぞ
れの合議のうえ決定している場合には、利用者を同乗させることは差し支えない。
（以下略）

運転手等の人材確保等が課題となる中で、地域における交通資源の有効活用を図る観点から、
① デイサービスなどの介護事業所等が保有する送迎車両について、空き時間など利用者へのサービス提供に支障がない場合に、他の

用途への活用を可能とするほか、
② 介護事業所等の送迎業務について、地域の交通関係事業者など第三者への委託（複数の事業所での共同委託も含む）を可

能とする取扱いとしている。

介護施設等における共同送迎及び車両有効活用の取り扱いについて

69



①「通所介護施設共同送迎サービス」
〇概要
滋賀県野洲市では、市内で地域共生社会づくりのため各種事業を実施している

地域団体が主体となり、行政・介護事業所・民間企業とも連携しながら、介護事
業所が単独で行っている送迎業務を当該地域団体に集約し、複数の通所介護施
設に通う利用者を地域一帯で共同運行するサービスを実施。
〇取組内容
・令和５年４月～８月に共同送迎に関する実態・ニーズ調査
・令和５年９月～11月実証実験実施。
・令和６年10月～有償運行開始。（8事業所が参加）
〇共同送迎の内容
・共同送迎は朝夕の時間帯を中心に実施。
・運行エリアは発着地点（事業所またはご利用者宅）のいずれかが野洲市内
〇実施体制
・地域団体が全て自前で運行。
・ドライバーは福祉有償運送運転者講習を修了した者。（登録者約40名）
・送迎業務管理について、民間企業が開発したシステムを活用

滋賀県野洲市

②「高齢者移動支援モデル事業」 ※空き車両活用事例
〇概要
上記①の共同送迎サービスの送迎車両の空き時間を活用し、地域団体が、ひき

こもりがちな高齢者の移動支援を行うことにより、生きがいの創出や、介護予防につ
なげるためのサービスを実施。
〇移動支援内容（介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービスB）
・買い物付添支援（スーパーへの送迎＋ドライバーによる買い物付添支援）
・その他の生活支援（利用者の自宅に訪問し、掃除、買い物代行、草取り等）
〇対象者
・介護予防・日常生活支援総合事業の対象者（要支援者等）
・通所介護施設共同送迎利用者

出典：野洲市からの提供資料をもとに厚生労働省において作成

買い物付添支援等

～共同送迎を移動のプラットフォームに～
介護送迎のアセットをフル活用し、地域の移動課題の解決を目指す

共同送迎

「 ゴイッショやす 」

介護施設等における共同送迎及び車両有効活用の事例

70



通所介護・地域密着型通所介護 個別機能訓練加算の算定

71

○ 機能訓練の質を高めるにあたり実施していることをみると、「機能訓練に対する意欲を維持・向上させるための声
がけ」が71.5％でもっとも割合が高く、次いで「心身機能・生活機能だけではなく、利用者の生活環境や日々の暮ら
し方を踏まえた総合的なアセスメント・目標設定」が66.4％、「心身機能・生活機能に関する専門的な評価の実施」
が51.3％、「利用者の生活環境を想定した訓練プログラムの設定・実施」が50.0％となっている。

令和７年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の今後の運営の在り方に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）（抜粋）

機能訓練の質を高めるにあたり実施していること

10.7%

2.5%

33.1%

14.9%

45.3%

24.0%

22.2%

71.5%

12.7%

50.0%

46.4%

66.4%

51.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

無回答

いずれも該当しない

職員へのスキルアップの機会提供

利用者の望みを実現するためのインフォーマルサービスの情報提供や参加支援

自宅でも取り組めるメニューの考案・提供

LIFEを用いた効果測定やフィードバック

データを用いた客観的な評価の実施・フィードバック

機能訓練に対する意欲を維持・向上させるための声がけ

機能訓練、栄養管理、口腔管理の連携・一体的な実施

生活環境を想定した訓練プログラムの設定・実施

介護職員や他サービス事業所への機能訓練目標等の共有

心身機能・生活機能だけではなく、利用者の生活環境や日々の暮らし方を踏ま…

心身機能・生活機能に関する専門的な評価の実施

n=5,179（複数回答）

心身機能・生活機能だけではなく、利用者の生活環境や日々の暮らし方を踏ま
えた総合的なアセスメント・目標設定

※通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の全事業所が回答



通所介護・地域密着型通所介護 個別機能訓練加算の算定

72

○ 個別機能訓練加算を算定していない理由については、「専従の機能訓練指導員配置体制がとれない」が52.2％と最
も多く、次いで、「計画や記録の作成・管理、その他の事務負担が大きい」（49.4％）、「機能訓練指導員等による
３か月に１回の利用者宅訪問ができない」（19.0％）であった。

令和７年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の今後の運営の在り方に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）（抜粋）

9.6%

4.5%

15.8%

19.0%

49.4%

7.0%

52.2%

12.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

その他

当加算算定に必要な諸コストに比して、単位水準が低い

機能訓練指導員等による３か月に１回の利用者宅訪問ができない

計画や記録の作成・管理、その他の事務負担が大きい

５人程度以下の小集団または個別での機能訓練の提供ができない

専従の機能訓練指導員配置体制がとれない

現在の非専従職員による機能訓練配置体系でも、個別機能訓練加算
の機能訓練と同等の質の機能訓練サービスを提供できている

n=1,651（２つまで選択）

個別機能訓練加算を算定していない理由

※通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護のうち、個別機能訓練加算を算定していない事業所のみ回答



通所介護・地域密着型通所介護 入浴介助に関する研修

○ 入浴介助に関する研修の実施頻度は、「年に１回程度」が54.2％でもっとも割合が高く、次いで「半年に１回程
度」が25.3％、「２、３ヶ月に１回程度」が8.6％であった。

○ 入浴介助に関する研修の実施方法は、「事業所内で実施する座学研修」が86.2％、でもっとも割合が高く、次いで
「事業所内で実施する実技研修」が53.1％、「外部の座学研修」が12.7％であった。

研修の実施頻度

令和７年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の今後の運営の在り方に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）（抜粋）

3.3%

8.6% 25.3% 54.2% 4.0%

3.3%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（n=4,452）

1か月に１回以上 2、3か月に１回程度 半年に１回程度 年に１回程度 数年に１回程度 上記以下の頻度 無回答

研修の実施方法

1.8%

2.6%

12.7%

3.0%

7.5%

53.1%

86.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答

外部の実技研修

外部の座学研修

法人が運営する他の事業所等による実技研修

法人が運営する他の事業所等による座学研修

事業所内で実施する実技研修

事業所内で実施する座学研修

n=4,452（複数回答）
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通所介護・地域密着型通所介護 入浴介助加算（Ⅱ）の算定

74

○ 入浴介助加算（Ⅱ）を算定していない理由としては、「利用者の居宅を訪問し評価や助言等を行う医師等の確保・
連携が困難であるため」が78.2％でもっとも割合が高く、次いで、「医師等が、利用者の居宅を訪問し評価や助言等
を行うための時間を確保することが困難であるため」が62.5％、「医師等に利用者の居宅を訪問し評価や助言等を
行った結果等に係る情報提供を求めることが困難であるため」が46.3％であった。

入浴介助加算（Ⅱ）を算定していない理由
※通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護のうち、入浴介助加算（Ⅰ）のみを算定している事業所のみ回答
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n=3,871（複数回答）
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令和７年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の今後の運営の在り方に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）（抜粋）



通所介護・地域密着型通所介護 サービス提供時間の延長

75

○ サービス提供時間の延長の実施をみると、「サービス提供時間の延長は行っていない」が83.1％でもっとも割合が
高く、次いで「延長を行っている（自費負担）」が8.8％、「延長を行っている（延長加算取得）」が8.3％であった。

サービス提供時間の延長の実施

令和６年度老人保健健康増進等事業「通所介護・地域密着型通所介護の運営の実態に関する調査研究事業」報告書（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）（抜粋）

0.8%

83.1%

8.8%

8.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

無回答

サービス提供時間の延長は行っていない

延長を行っている（自費負担）

延長を行っている（延長加算取得）

全体（n=708）



１．通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護

の概況

２．令和６年度介護報酬改定の内容

３．関連する各種意見・サービス提供等の状況

４．現状と課題及び論点
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通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の現状と課題

現状と課題

通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護における各サービスは、利用者に必要な日常生活上の世話
及び機能訓練を行うことにより、利用者の①社会的孤立感の解消及び②心身の機能の維持並びに③利用者の家族の身
体的及び精神的負担の軽減（レスパイトケア）を図るものである。

報酬については、サービス提供時間、要介護度別、事業所規模「通常規模型」「大規模型Ⅰ」「大規模型Ⅱ」に応
じた基本報酬が設定されている。
※ 認知症対応型通所介護については、小規模であること、認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供す

るサービスであることにより基本報酬を高く設定している。
請求事業所数は、通所介護・地域密着型通所介護については、平成28年度までは増加傾向にあったが、その後はほ

ぼ横ばいである。認知症対応型通所介護については、平成27年度までは増加傾向にあったが、その後は減少傾向にあ
る。

受給者数は、通所介護・地域密着型通所介護については、平成31年度まで増加傾向にあり、その後は横ばいであ
る。認知症対応型通所介護については、平成25年度までは増加傾向にあったが、その後は減少傾向にある。

費用額は、通所介護・地域密着型通所介護については、平成31年度までは増加していたが、その後は横ばいである。
認知症対応型通所介護については、平成24年度までは増加していたが、その後は微増減を繰り返しながら横ばいで推
移し、令和２年度から微減している。

要介護度別利用者数は、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護すべてにおいて、要介護１の利用
者が最も多く、次いで要介護２の利用者が多い。

収支差率は、令和６年度決算においては、通所介護が6.2％（対令和５年度比△0.3％） 、地域密着型通所介護が
6.3％(対令和５年度比0.5％ )、認知症対応型通所介護が5.3％（対令和５年度比△1.3％）であった。

通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護における利用者の状況について、認知症高齢者の日常生活
自立度別の割合をみると、どの分類においてもⅡa・Ⅱbの割合が高い傾向にある。
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通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の現状と課題

現状と課題

送迎については事業所の職員が概ね行っており、職員の確保やシフト組み、利用時間の多様化による送迎の負担が
大きいことが課題となっている。

介護報酬は、累次の改定により、加算の種類が増加するとともに、加算の取得要件が複雑化しており、令和６年度
改定における審議報告においても、「利用者のわかりやすさという観点や介護サービス事業者の事務負担軽減の観点
から、報酬体系の簡素化について、引き続き検討していくべき」とされている。

論点

認知症対応型通所介護の減少傾向は続いているが、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護につい
て、中重度者や認知症高齢者を含む利用者の生活機能を維持し、現在の在宅生活を続けるための機能を担ってきてい
るところ、こうした方々の幅広いニーズに対応できることが求められる中、利用者の状態に応じて必要な日常生活上
の機能向上や自立支援につながる質の高いサービスを提供する観点などから、どのような方策が考えられるか。

令和６年度改定における審議報告も踏まえ、利用者のわかりやすさという観点や介護サービス事業者の事務負担軽
減の観点から、算定率が低い加算や算定率の高い加算についてどのように考えるか。
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